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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
、
お
健
や
か
に
良
き
新
年

を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
会
員
な
ら
び
に
役
員
の
皆
様
は
じ
め

関
係
各
位
に
は
、
平
素
よ
り
格
別
の
ご
支
援

と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
顧
み
ま
す
と
昨
年
は
、
正
に
時
代
の
転
換

を
実
感
す
る
年
で
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
陛
下

の
ご
即
位
に
伴
う
一
連
の
祝
賀
行
事
な
ど
明

る
い
出
来
事
も
多
く
、
ワ
ン
チ
ー
ム
と
い
う

流
行
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
〝
人
々
が
美

し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が
生
ま
れ

育
つ
〟
『
令
和
』
と
い
う
時
代
が
麗
し
く
ス

タ
ー
ト
し
た
一
年
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

税
制
面
で
は
消
費
税
の
増
税
に
伴
い
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
化
の
進
展
が
み
ら
れ
、
人
口
減
や

高
齢
化
で
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
地
域
経
済

に
も
Ｉ
Ｔ
化
の
進
展
が
見
ら
れ
た
一
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
台
風
や
豪
雨
等
の
自
然
災
害
の
発

生
も
多
く
、
そ
れ
ら
は
東
日
本
大
震
災
以
来
、

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
規
模
で
多
く
の
人
的

物
的
被
害
を
も
た
ら
し
、
有
効
な
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
の
再
構
築
な
ど
、
安
全
安
心
な
地
域

社
会
に
向
け
た
防
災
対
策
の
見
直
し
が
焦
眉

公益社団法人  会津若松法人会

会長　星　　幹夫

の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
年

で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
当
会
の
目
標
で
あ
る
会

員
組
織
率
30
％
以
上
を
達
成
し
、
各
種
セ
ミ

ナ
ー
や
社
会
貢
献
事
業
を
は
じ
め
と
し
た
事

業
計
画
が
着
実
に
実
施
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、

何
よ
り
も
会
員
の
皆
様
の
積
極
的
な
ご
協
力

の
賜
で
あ
り
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
顧
み
ま
す
と
当
法
人
会
は
、
こ
れ
ま
で

時
々
刻
々
変
化
す
る
社
会
経
済
情
勢
に
対
応

し
な
が
ら
税
を
中
心
と
し
た
社
会
貢
献
団
体

と
し
て
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
全
う
し
て

参
り
ま
し
た
。
当
会
は
、
戦
後
日
本
税
制
に

申
告
納
税
制
度
が
導
入
さ
れ
た
昭
和

25
年
に
、「
会
津
若
松
法
人
協
会
」

と
し
て
発
足
し
、
そ
の
後
、
昭
和
51

年
に
は
猪
苗
代
、
会
津
坂
下
、
会
津

高
田
、
会
津
本
郷
、
西
部
の
５
法
人

会
と
統
合
し
「
社
団
法
人
会
津
若
松

法
人
会
」
と
な
り
、
平
成
25
年
に
は

国
の
公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴
い
、

公
益
社
団
法
人
と
し
て
現
在
に
至
っ

て
お
り
ま
す
。

　
当
会
は
、
新
た
な
令
和
の
時
代
に

あ
っ
て
も
時
代
の
要
請
を
適
時
適
切

に
体
現
し
な
が
ら
会
員
拡
大
に
努
め
、

税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

皆
様
の
企
業
発
展
を
支
援
す
る
と
と

も
に
、
よ
り
一
層
地
域
振
興
に
寄
与

で
き
ま
す
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す
。

　
今
年
は
子
年
で
あ
り
ま
す
。

　
子
年
は
新
し
い
運
気
の
循
環
の
始

ま
り
の
年
で
あ
り
、
植
物
の
種
子
が

成
長
に
向
か
っ
て
膨
ら
み
始
め
る
時
で
あ
り
、

大
い
な
る
未
来
へ
の
ス
タ
ー
ト
の
年
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
ね
ず
み
は
「
子
孫
繁
栄
」
の

象
徴
で
、
株
式
市
場
で
も
「
子
年
は
繁
栄
」

と
い
う
格
言
が
あ
り
、
株
価
が
上
昇
す
る
傾

向
に
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
本
年
が
地
域
社

会
・
経
済
に
と
り
ま
し
て
繁
栄
す
る
年
と
な

り
、
多
く
の
企
業
の
将
来
に
希
望
が
見
出
せ

る
、
新
た
な
時
代
の
始
ま
り
の
年
と
な
る
こ

と
を
切
に
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
結
び
に
、
会
員
企
業
の
益
々
の
ご
隆
盛
と
、

皆
様
の
ご
活
躍
ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
申

し
上
げ
、
年
頭
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

猪苗代湖のしぶき氷〔写真提供：猪苗代町〕
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令
和
２
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
謹
ん
で
新
年
の

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
星
会
長
を
は
じ
め
、
会
津
若
松
法
人
会
の
役
員

の
方
々
並
び
に
会
員
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り
税

務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
、
深
い
ご

理
解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ

と
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
年
も
、
皆
様
と
の
連
携
・
協
調
を
深
め
な
が

ら
、
税
務
行
政
の
諸
課
題
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
会
津
で
の
生
活
も
早
い
も
の
で
半
年
が
過
ぎ
、

着
任
当
時
は
、
緑
豊
か
な
景
色
が
広
が
る
夏
、
そ

し
て
、
錦
絵
の
よ
う
に
彩
ら
れ
る
秋
を
迎
え
、
今

は
雪
景
色
へ
変
わ
ろ
う
と
し
て
お
り
、
会
津
で
は
、

名
所
旧
跡
巡
り
だ
け
で
な
く
、
季
節
の
移
ろ
い
も

楽
し
ん
で
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
間
も
な
く
令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
の

時
期
を
迎
え
ま
す
。
例
年
同
様
に
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
の
ご
利
用
を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
、

確
定
申
告
期
間
中
24
時
間
い
つ
で
も
申
告
で
き
る

ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
が
非
常
に
便
利
で
す
。

　
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
を
行
う
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
等
を
使
用
し
て
送
信
す
る
方
法
と
、

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
送
信
す
る
方
法
と
２

通
り
が
あ
り
ま
す
。
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行

を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
申
告
さ
れ
る
ご
本
人

が
運
転
免
許
書
等
の
本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参
の

上
、
お
早
め
に
税
務
署
へ
お
越
し
願
い
ま
す
。

　
昨
年
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
申
告

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
は
更
に
利

便
性
が
拡
大
し
て
お
り
ま
す
。
１
点
目
は
、
ス
マ

ホ
専
用
画
面
の
拡
大
で
す
。
二
カ
所
以
上
の
給
与

所
得
が
あ
る
方
、
年
金
収
入
が
あ
る
方
の
ほ
か
、

全
て
の
所
得
控
除
に
も
対
応
が
可
能
に
な
り
ま
し

た
。
２
点
目
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
機

能
を
搭
載
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
す
れ
ば
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
用
い
た

ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
是
非

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
ご
利
用
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
税
務
署
で
は
、
本
年
も
申
告
書
作
成
会

場
を
開
設
い
た
し
ま
す
が
、
例
年
混
雑
し
、
提
出

を
い
た
だ
く
ま
で
長
時
間
か
か
っ
て
し
ま
う
状
況

が
続
い
て
お
り
ま
す
。
更
に
本
年
の
確
定
申
告
に

お
い
て
は
、
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
導
入
後
の

初
回
申
告
へ
の
対
応
等
に
よ
り
昨
年
よ
り
も
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
簡
単
・
便
利
な
電
子

申
告
の
ご
利
用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
本
年
十
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
、
消
費
税
率
の

引
上
げ
及
び
軽
減
税
率
制
度
へ
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
初
回
申
告
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、
貴
会
を

は
じ
め
と
す
る
関
係
民
間
団
体
や
県
市
町
村
と
も

連
携
・
協
調
を
図
り
な
が
ら
説
明
会
を
実
施
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご

支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
結
び
と
な
り
ま
す
が
、
会
津
若
松
法
人
会
の
更

な
る
ご
発
展
と
会
員
企
業
の
ご
繁
栄
、
並
び
に
、

会
員
の
皆
様
の
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
年

も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ会津若松税務署長

金子　和明

＜確定申告書作成会場のお知らせ＞
令和元年分所得税等の申告作成会場は、アピオスペース１階に開設します。

○ 開設期間　令和２年２月17日（月）～令和２年３月16日（月）

　　　　　　 ※　土曜日・日曜日・祝日等は除きます。

○ 開設時間　９時15分～16時

※�　税務署には上記期間を含め、申告書作成会場を設置しておりませんので、会場開設期

　間中にお越しください。

※　申告書の作成に関する一般的なご相談は、「電話相談センター」でお答えしています。

　　℡0242-27-4311（土・日・祝日を除く8時30分～17時）　音声案内に従って『０番』を選択してください。

申告書の作成は
こちらから！

～申告書作成会場は大変混雑します～

申告書は パソコン・スマホ から

国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』を

利用して ｅ―Ｔａｘ 又は郵送等で提出できます。
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東北税理士会会津若松支部から

「税の無料相談会」開催のお知らせ
　東北税理士会会津若松支部では、社会貢献活動の一環として、２月２３日（税理士記念日）に、税

理士による「税の無料相談会」を開催することとしております。

　相続税や贈与税、土地や建物の譲渡に係る税、消費税、その他確定申告に関する税などのご質問・

ご相談をお受けいたしますのでお気軽にご利用ください。

　なお、ご利用にあたり、事前予約の必要はありません。

○日　　時　　令和２年２月２３日（日）午前１０時～午後４時まで

○場　　所　　アピオスペース２階研修室（会津若松市インター西90）

○問合せ先　　東北税理士会会津若松支部

　　　　　　　支部長　上杉 雅明（税理士事務所）

　　　　　　　☎０２４２－２７－７４４９

～「税金について困ったときは、お近くの税理士に相談しましょう」～

障 が い 者 雇 用 優 良 事 業 所 を 表 彰

　「会津若松市障がい者雇用優良事業所顕彰事業」は、

障がい者を積極的に雇用し、雇用環境を整えるなど、他

の事業所の模範となる事業所を「会津若松市長賞」とし

て表彰し、そのすばらしい取組みを、市民や企業に広く

啓発することにより、障がい者雇用意識の高揚を図るこ

とを目的に実施しております。

受賞事業所：有限会社 日本美術産業 様
⑴ 事業内容　　宗教用具製造業 仏壇・仏具・位牌

⑵ 雇用障がい者数　　５名

⑶ 障がい者雇用率　　３．７％

タオル･使用済み切手提供のお願い
　タオルは団体や施設等へ、使用済み切手等は開発途上国の

妊産婦と女性の命と健康を守る活動に役立てられます。

　（問合せ先：女性部会事務局・TEL 0242-22-5821）

【未使用タオル】
柄物、無地、名入等、タオルの模様は問いません。

（ハンドタオルも可）
　会津若松市社会福祉協議会へ寄贈
　実績  ①102枚（2015年）、②234枚（2018年）

【使用済み切手・書き損じハガキ】
切手は「切手」と「消印」を全て残して切り取っ

てください。
　国際協力NGOジョイセフへ寄贈
　実績  ①切手2.3㎏・ハガキ16枚（2016年）

　②切手3.7㎏・ハガキ153枚（2018年）

新春特別講演会

「ふくしまの酒
７年連続日本一！

その軌跡について」
＜講師＞
福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
副所長 兼 醸造・食品科長

　　　鈴木　賢二 氏

日　時　２月２６日（水）

16：00～17：30

会　場　ルネッサンス中の島
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11/28 ハラスメント対策セミナー
（アピオスペース）

10/25 県青連協 第27回会員研修会「郡山大会」
（郡山ビューホテル）

12/4  決算申告・軽減税率制度説明会（アピオスペース）

11/7 新設法人説明会（アピオスペース）

経理研究部会・青年部会合同行事
●12/13 年忘れ会（ホテルニューパレス/写真㊤）
●12/31 そば打ち（せせらぎ公園管理棟/写真㊦）

10/16 県女連協 第19回会員研修会
「郡山大会」（ホテル華の湯）

11/13～14 女性部会視察研修旅行
（カバンＡＣＥ、くすりミュージアム 他）

会津若松法人会 検索

視聴方法・パスワード

等は事務局にお問い合

わせください

http://www.aizu-ho.or.jp/

世界が注目する年へ～法人会のインターネットセミナー
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◆
会
津
若
松
税
務
署
長
表
彰

遠
藤
　
　
久 
氏

（
副
会
長
／
㈲
遠
藤
総
合
経
営
セ
ン
タ
ー
）

栄
え
あ
る
受
賞

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

令
和
元
年
度
納
税
表
彰

安
部
建
設
㈱ 

様
（
猪
苗
代
町
）

優
良
申
告
法
人
に
対
す
る
表
敬

10/18 西部支部第18回親善ゴルフ大会
（会津磐梯カントリークラブ） 10/19 第11回会員研修親睦旅行（宮城、山形方面）

11/13 会津坂下支部視察研修（大川ダム㊧、新鶴ワイナリー㊨）
12/12 睡眠マネジメントセミナー

（アピオスペース）

12/11 川南小（児童数33名）

金子和明税務署長から表彰される遠藤氏

租 税 教 室

10/30 租税教室講師養成勉強会 11/13 永和小（児童数13名）

12/16 一箕小（児童数111名）12/20 湊小（児童数8名）12/13 河東学園小（児童数76名）
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＊新入会員紹介＊
ご入会ありがとうございます。 平成３１年１月～令和元年１２月の新入会員の皆様をご紹介いたします。

　法人会では会員企業の支援と社会の健全な発展に貢献するため様々な活動を行っておりま

す。その中の一つである政府や関係機関等への「税制改正提言活動」では、多くの要望が実現

しております。

　１社でも多くの企業の声を届けていくためにも未だ法人会にご入会されて

いない会社がありましたら、ぜひご紹介下さい。

　法人会活動の内容や入会手続き等の説明は事務局で対応させていただきます。

� 〈事務局〉　TEL ０２４２－２２－５８２１／FAX ０２４２－２５－３３０３

お仲間をご紹介ください

㈱あぐりファイト横沼 （会津若松市/農業）

安部板金工業所 （会津若松市/
建築板金業）

㈲目黒工務所 （会津若松市/
建築業）

㈱青木架設工業 （会津若松市/建設業）

㈱一矢建設 （会津若松市/建設業）

㈱ピーアンドエム （会津若松市/
金属加工製造業）

弁護士法人
れいわ総合法律事務所

（会津若松市/
法律事務所）

㈲福島メンテナンス （会津若松市/介護事業）
一般財団法人
会津若松市勤労者福祉サービスセンター

（会津若松市/
福利厚生サービス）

坂内畳店㈱ （大沼郡会津美里町/
畳小売業）

㈱新田商店 （大沼郡会津美里町/
製造・販売業）

㈱エコ・プランニング （会津若松市/卸売業）

㈲会津管財 会津支社 （会津若松市/製造業）
一般社団法人
ライフアップかねやま

（大沼郡金山町/
サービス業）

㈱新井組
会津若松支店 （会津若松市/建設業）

㈱佐藤農園 （耶麻郡猪苗代町/農業）

島尾雅行税理士事務所 （会津若松市/税理士業）

イージーエム大和㈱ （会津若松市/
金属加工・切削工具の製造・再研磨）

㈲マルヨシ （会津若松市/販売業）
一般財団法人
福島県社会保険協会 会津若松支部

（会津若松市/
各種組合・団体等）

タカコモンズ㈱ （大沼郡三島町/宿泊業）

日章重設㈱ （会津若松市/建設業）

㈲会津防災安全センター（耶麻郡猪苗代町/
電気工事・消防施設工事業）

合同会社
がぶっと・あぐり

（大沼郡会津美里町/
農業）

㈱サポートワンあいづ （会津若松市/
保険代理業）

㈱上野工業 （会津若松市/
土木工事業）

㈱宮川電機坂下工場 （河沼郡会津坂下町
/製造業）

㈲キクチ自動車工業 （河沼郡柳津町/
自動車整備販売業）

合同会社　洗技館 （大沼郡会津美里町/
クリーニング業）

合同会社　阿部石油店 （大沼郡金山町/
石油製品販売）

㈲トランスポート内山 （会津若松市/
貨物自動車運送業）

阿久津孝光税理士事務所（会津若松市/税理士業）

㈱シンパシー （会津若松市/介護事業）

㈲赤埴商店 （耶麻郡猪苗代町/
小売・卸売業）

Ｗｏｏｄ ｈｏｕｓｅ㈱ （会津若松市/
建築工事業）

五十嵐建築 （会津若松市/建築業）

㈲佐野電気工事 （会津若松市/
電気工事業）

デンタルクラフトワーク（会津若松市/
歯科技工士）

特定非営利活動法人
奥会津まちづくり支援機構

（河沼郡柳津町/
サービス業）

㈱東海日動パートナーズ東北
福島支店 会津支社

（会津若松市/
保険代理業）

㈲國分木材店 （耶麻郡猪苗代町/
製材業）

あおぞら税理士法人
会津事務所 （会津若松市/税理士業）

㈱アグリネクスト （河沼郡柳津町/農業）
医療法人
浅見クリニック

（耶麻郡猪苗代町/
医療業）

㈲サンユー・
オートサービス

（河沼郡会津坂下町/
自動車整備販売業）

㈱丸秀組 （大沼郡会津美里町/
土木・建築業）

～ご入会 誠にありがとうございました～（入会順）
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軽減税率制度における税額計算の特例とは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～ 税理士　互 井   敏 勝

【筆�者紹介】互井敏勝（たがい・としかつ）１９６８年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所
管理課、国税庁長官官房会計課、東京国税局総務部税務相談室などを経て、東京都中央区で税
理士登録。近著「令和元年版 税制改正経過一覧ハンドブック」、「経営に活かす税務の数的基準」

（共著、大蔵財務協会）、「所得税重要事例集」（共著、税務研究会）など。

リサ　令和元年１０月から軽減税率制度が導入され、消費税率が複数になりましたね。
サキ先生　今後は売上げと仕入れを税率の異なるごとに区分して税額計算する必要がありますね。
リサ　税率ごとに区分するのは大変そうですね。
サ�キ先生　課税売上げと課税仕入れを税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があ
る中小事業者(基準期間における課税売上高が５，０００万円以下の事業者)については、売上税額と
仕入税額について特例を用いて計算することができます。

リサ　具体的にはどのように計算するのですか。
サ�キ先生　まず、売上税額の計算特例は、令和元年１０月１日から令和５年９月３０日までの期間にお
いて、課税売上げ（税込み）の合計額に一定の割合を掛けて軽減税率の対象となる課税売上げ（税込み）
を算出し、売上税額を計算します。この一定の割合は３種類あり、①課税仕入れ等（税込み）を税率
ごとに区分経理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、その事業に係る課税仕入れ等(税込み)
に占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れ等(税込み)の割合（小売等軽減仕入割合）、
②通常の連続する１０営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上
げ(税込み)の割合(軽減売上割合）、③上記①と②の割合の計算が困難な中小事業者で主として軽減対
象資産の譲渡等(約５０％以上が軽減税率対象)を行う事業者の５０/１００(軽減売上割合を５０％と
みなす)、があります。なお、①は簡易課税制度を適用しない中小事業者に限ります。

リ�サ　課税売上げを税率の異なるごとに区分して経理できなくても、簡便的に軽減税率の対象となる課
税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算することができるのですね。

サ�キ先生　次に、仕入税額の計算特例は、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日の属する課税期
間の末日までの期間において、課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分経理できる卸売業又は小売業を
営む中小事業者は、その事業に係る課税仕入れ等(税込み)に、その事業に係る課税売上げ(税込み)に
占める軽減税率の対象となる課税売上げ(税込み)の割合（小売等軽減売上割合）を掛けて、軽減税率
の対象となる課税仕入れ等（税込み）を算出し、仕入税額を計算します。なお、課税売上げを税率ご
とに管理できず、売上税額の計算特例として軽減売上割合(上記②又は③)を使用した場合は、その軽
減売上割合を小売等軽減売上割合とみなして仕入税額を計算します。
　また、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの日の属する課税期間については、上記仕
入税額の特例を適用せずに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から簡易課税制
度を適用できる特例があります。

リ�サ　この税額計算の特例は、卸売業又は小売業を営む事業者とそれ以外の事業者で適用できる特例が
異なるので、制度を良く理解する必要がありますね。
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令
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改
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す
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言
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（
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提
言
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。
詳

細
は
全
法
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
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「
税
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提
言
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動
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コ
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ナ
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覧
く
だ
さ
い
。
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Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
要
素
と
な
る
の
は
団
塊
の
世
代
の
動
向

で
あ
る
。
２
０
２
５
年
度
は
団
塊
の
世
代

す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で
あ

る
。
本
来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後

期
高
齢
者
入
り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を

設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

２�

．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考

え
方

・
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保

険
料
で
あ
る
。
適
正
な
「
負
担
」
と
重
点

化
・
効
率
化
に
よ
る
「
給
付
」
の
抑
制
を

可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、
持
続
可
能

な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全

化
も
実
現
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
医
療

と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う

入
れ
る
か
が
重
要
に
な
る
。

・
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、

社
会
保
障
は
「
自
助
」
「
公
助
」
「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が

あ
る
が
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性

の
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
保
険
の

窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に

お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

・
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提

と
し
て
「
行
革
の
徹
底
」
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗

よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら
身

を
削
る
の
で
あ
る
。

４
．
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

　
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の
事
務
負
担

が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡
素
化
、
税
務

執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観

点
か
ら
問
題
が
多
い
。
軽
減
税
率
制
度
導

入
後
は
、
国
民
や
事
業
者
へ
の
影
響
、
低

所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、
問
題

が
あ
れ
ば
同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

５
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　
依
然
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
率
が
低
い
な
ど
、
国
民
や
事
業
者
が

正
し
く
制
度
を
理
解
し
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
政
府
は
引
き
続
き
、
制
度
の
意
義

等
の
周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

６
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
．
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〟
と
称
さ
れ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
加
盟
国
の
法

人
実
効
税
率
平
均
は
25
％
、
ア
ジ
ア
主
要

10
カ
国
の
平
均
は
22
％
と
な
っ
て
い
る
。

米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税
制
改
革
で
我
が
国
水

準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　
Ｅ
Ｕ
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過

ぎ
論
も
出
て
い
る
が
、
我
が
国
の
水
準
が

比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ
り
は
な

い
。
国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、

さ
ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

２�

．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制

措
置

（
１
） 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税

率
の
特
例
15
％
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

　会津若松法人会では、税のオ

ピニオンリーダーたる経営者の

団体として公平で健全な税制の

実現を目指して、税の提言活動

を行っています。

　今年も全国法人会総連合の第

３６回法人会全国大会・三重大

会での『令和２年度税制改正に

関する提言』の実現を強く求め

る」との大会宣言の下、１２月

１３日に星幹夫会長と鈴木勝人

税制委員長が左の三氏に提言活

動を行いました。
衆議院議員・菅家 一郎 氏
（秘書：佐原 正純 氏）

会津若松市議会議長

清川 雅史 氏
会津若松市長

室井 照平 氏

税 制 改 正 提 言 を 実 施
令 和 ２ 年 度
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ま
た
、
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、

少
な
く
と
も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
。

（
２
）
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公

平
性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
整
理
合
理

化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
中
小
企
業
の

技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

置
は
、
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化

す
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
（
中
小

企
業
等
経
営
強
化
法
）
や
、
中
小
企
業
が

取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
特
例
（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）
等

を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
続
き
を

簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
年
度
末

（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や
認
定
に

つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す
る
。

３
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企

業
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
の
確

保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て

事
業
が
承
継
で
き
な
く
な
れ
ば
、
経
済
社

会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必
要
と
考
え
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、
財

政
や
行
政
の
効
率
化
を
図
る
地
方
分
権
化

は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念

が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創
生
戦
略
を
推

進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理
念
は
極
め
て
重

要
に
な
ろ
う
。

・「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
の
返
礼
品
ア

ピ
ー
ル
競
争
を
み
て
い
る
と
、
あ
ま
り
に

安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自

治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
。

・
地
方
交
付
税
制
度
は
地
方
の
財
政
規
律

を
歪
め
て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。
地
方
は
自
ら
の
責
任
で
行
財
政

改
革
を
実
行
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅳ
．
震
災
復
興

・
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て

復
興
期
間
の
後
期
で
あ
る
「
復
興
・
創
生

期
間
（
平
成
28
年
度
～
令
和
２
年
度
）
」

も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で

あ
る
。
今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て
は

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も

に
、
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、

雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど
か
ら
、
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

・
近
年
、
熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台

風
な
ど
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
が
相

次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、
適
切
な
支
援

と
実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地

の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り

組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

・
自
然
災
害
等
に
係
る
雑
損
失
の
繰
越
控

除
期
間
を
５
年
（
現
行
３
年
）
に
延
長
す

る
こ
と
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

２
．
交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

３
．
公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．
所
得
税
の
あ
り
方

２
．
少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．
相
続
税
の
負
担
率

２
．
贈
与
税
の
見
直
し

地
方
税
関
係

１
．
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

２
．
事
業
所
税
の
廃
止

３
．
超
過
課
税

４
．
法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．
電
子
申
告

○経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！

○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！

○中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！

○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

令和２年度 税制改正に関するスローガン
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本　　社　福島県会津若松市インター西56番地の4
〠965-0059　電　話（0242）24-4040㈹

ＦＡＸ（0242）37-2862　

税理士法人キロル
齋藤事務所

社員 / 税理士

齋 藤  章 一
S A I T O  S h o i c h i

〒969-6533
福島県河沼郡会津坂下町字台ノ下７５１-４
電話・FAX（０２４２）８５-６３７８
携帯０９０-４５５９-６２６８

民間車検場
自治労、教職員共済、全労済　指定工場

㈲五十嵐自動車整備工場

代表取締役 五十嵐 正 義

福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字ドウフケ33-1

ＴＥＬ　０２４２－６２－３３２５
自 宅 　６２－２３２５

ＦＡＸ　０２４２－６２－３０４５

遠藤久税理士事務所

認定経営革新等支援機関

税理士法人キロル

代表社員 / 税理士

鈴 木  義 文
S U Z U K I  Y o s h i f u m i
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代表取締役社長 植 田 正 勝
Masakatsu  Ueda

［本 社］〒965-0053  福島県会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57-1
TEL 0242･25･0231／FAX 0242･32･1534

E-mail:ueda@nankaiseibu.co.jp
URL:www.nankaiseibu.co.jp

高田事業所 〒９６９-６２０７ 福島県大沼郡会津美里町字宮里２１
　　　　　　　　TEL ０２４２-５５-００７１  FAX０２４２-５５-００７２

代表取締役

社　長 野　尻　勝　志

代
表
取
締
役
社
長

http://shimao-zeirishi.tkcnf.com

なかむら司法書士事務所

司法書士 中 村 洋 剛
司法書士 中 村 達 也
司法書士 中 村 祥 平

TEL 0242-28-2187（事務所）

何か困ったことがあったら､まずはお電話下さい。 0120-454-527

URL : http://www.208.co.jp   e-mail : yamaguchi-k@208.co.jp

e-mail : nimaru-k@208.co.jp

山 口 耕 平
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さすけねぇ

赤べこ発祥の地
会津柳津町

取締役会長

郡山支社
〒963-8005   福島県郡山市清水台2-13-23   郡山第一ビル5F
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